
消費税率引上げに伴う「増収分」の使い道について（平成28年度決算）

　　平成26年4月より消費税率が5％から8％（国6.3%、地方1.7%）に引上げられ、引き上げ

　に伴う増収分は、地方税法により社会保障に関する経費に活用することとされました。

　　千葉市の平成28年度決算では、税率引き上げに伴う増収額は 62億円となり、社会保障

　に関する経費 689億82百万円（一般財源分）の一部として活用しています。

　　なお、主な新規･拡充事業として、認定こども園移行小規模改修の創設や、認知症初期

　集中支援チームの拡充などがあります。

　（注）上記の社会保障に関する経費には、以下の経費は含まれておりません。

　　　　　・社会保障関係施設等に関する投資的経費、公債費

　　　　　・社会保障関係施策に関してサービスを提供する市の職員人件費（保育所保育士等）

　

○認定こども園移行小規模改修【新規】 ○認知症初期集中支援チーム運営【拡充】

　認定こども園移行を促進するため、市 　認知症の方やその家族に対して、初期

単独の補助制度を創設 の支援を包括的・集中的に行う認知症初

○退所児童等アフターケア【新規】 期集中支援チームを増設

　児童養護施設退所児童等に対する生活 ○在宅医療介護資源調査【新規】

支援、就労支援を県と共同で実施 　医療機関や介護サービス事業所に対す

○病児・病後児保育【拡充】 る在宅医療・介護の実施状況を調査する

　施設整備費補助の市単独加算を創設す とともに、将来推計を実施

るとともに、実施施設を１か所増設

○ひきこもり地域支援センター運営【拡充】 ○特定不妊治療費助成【拡充】

　ひきこもり対策推進のため、新たにひ 　新たに男性不妊治療費を助成するとと

きこもりサポーターを養成・派遣 もに、初回の助成上限額を拡充

社会保障に関する経費　689億82百万円（一般財源）

うち消費税引き上げに伴う増収額　62億円

地方消費税交付金　159億80百万円

①児童福祉 ②高齢者福祉

③障害者福祉 ④健康増進対策

主な新規・拡充施策


